
がん診療連携拠点病院等の指定について

資料８

厚生労働省健康局
がん・疾病対策課
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第13回がん診療連携拠点病院等の指定に
関する検討会（H30.3.9）

現行の整備指針での新規指定

【都道府県がん診療連携拠点病院】

• 千葉県がんセンター

【地域がん診療病院（グループ指定先医療機関）】

• 北秋田市民病院（秋田厚生医療センター）
• 高知県立あき総合病院（高知大学医学部附属病院）
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平成３０年４月１日時点

都道府県がん診療連携拠点病院

地域がん診療病院

3空白の２次医療圏（拠点病院、地域がん診療病院の無い２次医療圏）：6７箇所

1カ所

50カ所

36カ所

348カ所

がん診療連携拠点病院等

２カ所

がん診療連携拠点病院：４０１カ所
地域がん診療病院：３６カ所

国立がん研究センター

地域がん診療連携拠点病院

都道府県内の
拠点病院全体
のとりまとめ

隣接する２次医療圏の拠
点病院とグループ化

特定領域
がん診療連携拠点病院

• 様々な研修
• 都道府県がん診療連携拠点
病院連絡協議会の開催 等
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拠点病院数

地域がん診療病院数

空白の医療圏数

拠点病院数と拠点病院のない二次医療圏数の推移

○ 2014年８月より地域がん診療病院を設置。
○地域がん診療病院の設置により、拠点病院のない二次医療圏（空白の二次医療圏）が、
108カ所（平成26年４月時点）から67カ所（平成30年４月時点）に減少した。

地域がん診療病院

がん・疾病対策課作成 4

がん診療連携拠点病院

空白の二次医療圏



H30.4
(2018.4)

2019.4

A：平成30(2018)年8月が更新期限の拠点病院等は、更新日を延長し、2019年度に新指針で更新を検討する。
B,C及びD：平成31（2019）年3月、2020年3月、2021年3月末が更新期限の拠点病院等は平成31（2019）年3月

末までを指定期限とし、2019年4月より新指針にて指定更新の検討を行う。
E：平成30(2018)年4月についても、現行の指針にて新規指定を行う。
F：平成31(2019)年4月より、現在議論が行われている新しい整備指針での新規指定を行う予定とする。
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現指針での新規指定E

F 新指針での新規指定

既指定の拠点病院の整備指針改定時の取扱について
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第９回がん診療提供体制のあり方
に関する検討会資料6より一部改変
（H29.10.18）

３カ所


